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このマークは、全国高体連が発足して間もなく制定されたもので、若人の

力（ＫＲＡＦＴ）、技（ＫＵＮＳＴ）、明朗な精神（ＫＬＡＲＨＥＩＴ） を

示すドイツ語の頭文字を組み合わせたものである。 

競技は力であり、進歩は技の練磨にまつ。そして競技者は、つねに明朗な

精神をもってこれに当たらなければならない。 

高体連旗となって、全国大会をはじめ、高体連主催の大会はいつも頭上に

ひるがえるこのマークをみて、この意味をかみしめたいものである。 

高体連マークのいわれ 



 

令和７年度 東海高等学校定時制通信制体育大会要項 

１ 主   催 

東海高等学校体育連盟  

愛知・静岡・岐阜・三重各県教育委員会 

 

２ 後   援 

公益財団法人  三重県スポーツ協会 

 

３ 主   管 

三重県高等学校体育連盟 

 

４ 協   賛 

  菅公学生服株式会社 

 

５ 期   日 

令和７年９月７日（日） 

但し，雨天等で競技不能の場合は，１日のみ延期とし，その後中止とする。 

 

６ 競 技 種 目 

バレーボール（男女），バスケットボール（男女），ソフトテニス（男女） 

卓球（男女），バドミントン（男女），柔道（男女），軟式野球   （以上７競技） 

 

７ 会   場   別紙のとおり  

 

８ 参 加 資 格 

（１）各県高等学校体育連盟に加盟している高等学校定時制・通信制課程の生徒で各県高等学校

体育連盟の推薦するもの。 

（２）出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び各県高等学校体育連 

   盟会長の承認を必要とする。 

 

９ 表   彰 

（１）各競技優勝校に持ち回り優勝杯・賞状・賞品を授与し，２位校に賞状を授与する。 

（２）個人競技優勝者に賞状・賞品を授与し，２位に賞状を授与する。 

10 申 し 込 み 

（１）期 限  令和７年８月８日（金）午後３時 

        ※各県高体連への申込期限は、各県高体連へ問い合わせること 

（２）場 所  三重県高等学校体育連盟 TEL 059-380-2500  FAX 059-380-2501 

（３）方 法  ①各県高体連で一括して申込むこと（所定の用紙） 

        ②参加校は、三重県高等学校体育連盟のホームページから申込用紙をダウンロ 

ードし、必要事項を入力後、電子媒体（PDF 形式）を各県高体連事務局へ提 

出すること 
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（４）参加料  １チーム １５，０００円 

バレーボール，バスケットボール，軟式野球の 3競技種目， 

上記以外の競技については，１人 １，６００円 

11 組み合わせ 

（１）期 日  令和７年８月２１日（木）午前１０時 

（２）場 所  三重県立稲生高等学校「会議室」 

〒510-0201 鈴鹿市稲生町８２３２－１ 

TEL 059-380-2500  FAX 059-380-2501 

 

12 開 会 式 

（１）期 日  令和７年９月７日（日）午前１０時 

（２）場 所  「西野公園体育館」バレーボール 

〒519-0165 三重県亀山市野村２丁目５−１ 

TEL: 0595-82-1144 
 

13 開始式・閉会式 開会式に参加しない競技は，競技ごとに各会場で行う。 

 

14 宿   泊 

（１）大会開催基準要項に『参加選手は原則として宿泊しないものとする』とあるが，遠隔地等

による宿泊希望校については，別紙宿泊案内により申し込むこと。 

（２）配宿の決定については，宿泊申込み責任者宛に決定通知を大会 1 週間前までに送付する。 

 

15 雨天時等の処理 

（１）大会前日に競技不能と決定された場合については，その時点において各県高体連にその旨

を連絡する。 

（２）大会当日の競技実施決定については，当該専門部に一任する。当該専門部はその決定事項

を東海定通大会本部へ連絡すること。 

 

16 応 急 処 置 

大会当日，競技中に選手が負傷した場合は本部で応急処置をするが，その責任は負わない。 

なお，審判・役員は東海高体連主催大会の傷害保険を適用する。 

 

17 そ の 他 

（１）前年度優勝校は，当日必ず優勝杯を持参すること。 

なお，本年度不参加の場合は，その該当する県で責任をもって返還のこと。 

（２）ゴミの処理については，会場責任者の指示に従う。 
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東海高等学校体育連盟主催大会における 

個人情報及び肖像権に関わる取扱い 

 
東海高等学校体育連盟 

 

東海高等学校体育連盟は、大会参加申込書を通じて取得される個人情報及び肖像権の取扱いにつ

いて以下のとおり対応します。 

 

１ 参加申込書に記載された個人情報の取扱い 

（１）大会プログラムに掲載されます。 

（２）競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。 

（３）競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。 

（４）組合せ等の内容がホームページに掲載されることがあります。 

（５）報道機関に情報提供されることがあります。 

 

２ 競技結果(記録)等の取扱い 

（１）開催県高体連事務局及び各専門部の報道・記録係等を通じて公開されます。 

（２）大会結果及び選手名簿等は、結果報告書及びホームページ等に掲載されることがあ 

ります。 

（３）新記録・優勝及び上位入賞結果等は、次年度以降のプログラムに掲載されることがあ 

ります。 

（４）報道機関に情報提供されることがあります。 

 

３ 肖像権に関する取扱い 

（１）開催県高体連事務局、各専門部及び報道機関が撮影した写真が、新聞、雑誌、報告書 

及び関連ホームページ等で公開されることがあります。 

（２）開催県高体連事務局、各専門部及び認められた報道機関等が撮影した映像が中継、録 

画放映及びインターネットにより配信されることがあります。またDVD等に編集され 

配布されることがあります。 

（３）このほか、東海高等学校体育連盟の許可にもとづき、記念写真等が販売されることが 

あります。 

 

４ 開催県高体連事務局及び各専門部の対応 

（１）開催県高体連事務局及び各専門部が行う参加選手の同意の意思確認は、学校から提出された 

「参加申込書」により行います。 

なお、「個人情報公表に同意が得られない生徒」は、参加申込み時にその旨を書面にて提出くださ

い。 

（２）参加申込み時に提出がない場合は、本人及び保護者から、個人情報の上記取扱いについて

同意が得られたものとして対応します。 

（３）取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。 
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東海高等学校体育連盟主催大会における台風等緊急時の取扱い 

                                          東海高等学校体育連盟 

 

１ 県内全域又は一部地域に台風等による「暴風警報」が発表された場合の取扱いについて 

（１）午前６時までに暴風警報が解除された場合は、予定どおり競技を行う。 

（２）午前６時から午前８時までに暴風警報が解除された場合は、解除後３時間が経過した時刻を目途に 

競技を開始する。 

（３）午前８時以降、暴風警報が継続されている場合は、当日の競技は行わない。 

（４）競技中に暴風警報が発表された場合は、ただちに競技を中止する。 

（５）競技の特性や会場の地理的条件等により、この申合せによりがたい場合は、各専門部で取扱いを検 

討し、関係する各県、各学校に周知する。 

 

２ 県内全域又は一部地域に「警戒レベル４以上」又は「特別警報」(以下「特別警報等」という。)が発表さ 

れた場合の取扱いについて 

（１）大会開始時刻前（大会の前日正午以降）に特別警報等が発表された場合は、原則すべての競技を中 

止する。ただし、特別警報等の発表がごく一部地域の場合は、競技運営について各専門部で検討 

する。 

（２）大会開始前に特別警報等が解除された場合においても、災害の状況及び気象・交通機関等、安全が 

確保されたことが明確になるまで大会を実施しない。 

（３）競技中に特別警報等が発表された場合は、原則ただちに競技を中止し、災害の状況及び気象交通 

機関・帰宅経路の状況等の情報収集に努め、生徒の安全を確保する最善の対策（会場留め置き、帰 

宅、避難場所への誘導等）を迅速に行う。ただし、特別警報等の発表がごく一部地域の場合は、競技 

運営について各専門部で検討する。 

（４）上記の大会開催可否は、東海高体連事務局で最終判断する。 

 

３ 地震の発生が予想される場合の取扱いについて 

（１）「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は（巨大地震注意）」が発表され、大会前日までに安全 

が確認されない場合は大会を中止する。 

（２）大会期間中に「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は（巨大地震注意）」が発表された時点 

で大会を中断する。安全確保を確実に行うとともに、県又は開催市町からの情報を収集し、生徒・ 

来場者に対して必要な情報を伝達する。再開の目途が立たない場合は大会を中止し、交通機関・帰 

宅経路の状況等の情報収集に努め、最善の対策（会場留め置き、帰宅、避難場所への誘導等）を迅 

速に行う。 

（３）競技中の大規模地震が発生した場合の対応について 

２の（３）に準ずる。 

    

※ 開催県以外の県において１，２，３に該当した場合は、各県高体連の判断により、参加又は不参加

を決定する。    
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東海高等学校体育連盟主催大会における熱中症事故防止対策 
（東海高体連熱中症ガイドライン） 

 
東海高等学校体育連盟 

 

  東海高等学校体育連盟が主催する大会は、（公財）日本スポーツ協会「熱中症予防のための運動指針」及

び各中央競技団体、東海４県教育委員会が示す通知等を踏まえ、熱中症事故防止対策を行い運営する。 

 

１ 活動実施に関する判断について 

（１）主管県の各専門部長は、４県専門部委員長を中心に大会実施の可否や内容の変更及び熱中症事故

防止対策について協議し判断を行う。 

（２）各専門部において、大会実施の可否や内容の変更を決定した場合は、主管県専門部委員長が主管県

高体連事務局へ速やかに連絡する。 

 

２ 熱中症事故防止対策について 

  暑熱環境下において大会を実施する専門部は次の対策を行う。 

① 情報収集 

熱中症予防情報サイト（環境省ホームページ）の活用やＷＢＧＴ測定器を用いて会場の暑さ指数

を活動前、活動中こまめに測定し記録するなどの情報収集を行い実施の可否を判断する。 

② 施設環境の整備 

空調設備の整備された会場を使用したり、屋外競技におけるテントや送風機・スプリンクラー等

を用意したり、日陰や涼しい環境を確保する。 

③ 専門部の競技規則やルール変更等 

各競技団体の通知等を参考に、競技規則やルール変更（大会を中止した場合の上位大会出場選

手の選考方法等）、試合実施方法の変更等を事前に作成する。 

④ 緊急体制の整備 

熱中症発症時に備えた設備・用具・スタッフ等の緊急体制を整える。 

⑤ 情報提供・注意喚起 

場内アナウンス等により暑熱環境について情報提供したり、参加者へ注意喚起（積極的な休憩・

水分・塩分補給等）したりする。 

⑥ 安全教育の推進 

大会参加者自らが熱中症予防の適切な判断や行動が選択できるよう、日頃から顧問等を通じ安

全意識の高揚を図る。 

 

３ 暑熱環境下における具体的対応について 

 （１）活動場所のＷＢＧＴが３１℃以上（熱中症予防のための運動指針「運動は原則中止」水準）の場合 

   ① 内容の変更又は中止の検討 

大会中にこの水準を超えた場合は試合を一時中断し、大会継続の可否について当該専門部で協議

するとともに、内容の変更又は中止を検討する。 

   ② やむを得ず、開催・継続する場合＊ 

     ・各競技団体の通知等を参考に十分な熱中症事故防止対策を講じる。 

・参加者に情報提供(例：ＷＢＧＴが３１℃を超えていることを周知する等)を行い、適切に休息、水分

及び塩分補給を行うよう注意喚起を徹底するとともに、健康状態の確認・把握を行う。 

・熱中症リスクの高い生徒（暑熱順化が不十分・体調不良等）は参加の取りやめを検討するよう注意

喚起を行う。 

・医療従事者の配置等、専門部独自の取組を講じる。 

 

＊「やむを得ず、開催・継続する場合」とは・・・日程・会場確保の都合等から中止が困難な場合をいう。 
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（２）熱中症特別警戒情報発表時 

    開催県に熱中症特別警戒情報が発表された場合は、翌日の大会を中止する。 
 

（３）熱中症発症時に備えた救急体制の具体例 

   ① 医療従事者（医師・看護師・救命士等）を配置する。配置できない場合は、救急対応が速やかに行 

えるよう「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック（公益財団法人日本スポーツ協会）」 等を大 

会役員等に周知する。 

   ② 空調完備した救護室を確保するなど、症状からの回復を促すための環境を準備する。 

      特に、暑熱環境下で大会を実施する場合は、冷（氷）水浴法が行えるよう、アイスバス（ビニールプ 

―ルによる簡易アイスバス可）を準備する。準備できない場合は、水道水散布法（水道水を全身に 

かけ続ける）や、氷水で濡らしたタオルを全身に当てながら扇風機等で身体を冷却する方法等が 

行えるように準備する。 

   ③ 水分及び塩分を補給できるよう、経口補水液等を準備する。 

④ 意識障害がある場合、水分が摂取できない場合及び意識障害がなく水分が摂取できる状態であ 

っても症状が改善しない場合には、速やかに救急車を要請する。 

 

 （４）大会参加者等への周知及び指導について 

    大会参加者等へ以下の事項について周知し、自らが体調管理等を行うことができるよう日頃から指

導を行い、熱中症対策に対しての意識を高める。 

   ① 水分及び塩分の適切な補給 

     ・運動中だけでなく、運動前や運動後においても適切に補給する。 

   ② 適切な休息 

     ・環境条件に応じて運動強度を調整し適宜休憩をとる。 

   ③ 適切な体温調整 

     ・帽子の着用、軽装、衣服を緩めるなど、体温上昇を防ぐ。必要に応じ、クーリングベストの着用や 

手掌冷却など積極的な身体冷却を行う。 

   ④ 適切な体調管理 

     ・疲労、睡眠不足、発熱、風邪、下痢など体調不良時には無理をしない。 

     ・体調不良を感じた場合にはためらうことなく教職員等に申し出る。 

・引率者は日常から生徒の体調を把握し、個人差を考慮し大会参加を決定する。 

また、暑さに慣れていない時期及び生徒についての判断は慎重に行う。 

     ・大会会場への移動及び帰宅時も含めて、十分な熱中症予防対策を講じる。 
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東海高等学校体育連盟主催大会における緊急時の連絡経路 

 

《基本方針》 「暴風警報発令等により、生徒の安全確保が危ぶまれる場合には開始時間を

遅らせることができる。」 

《具体的連絡経路の考え方》 

・警報発令が４県同時に発令されたり、解除されたりすることは考えにくく、当然参加県

と開催県において時間差がでることが予想される。 

・各競技種目の特性によって、解除後の競技開始時間等も一律に決められない。 

     ↓ 

・以上のような理由から、基本的に緊急時には下記のように対応する。 

 

 

①                    ② 

→                    → 

開 催 県 専 門 部         開催県高体連事務局         東海高体連事務局 

←                    ← 

⑤ ↓ ↑       ④                    ③         ↓ ③ 

 

参加県専門委員長                               参加県高体連事務局 

 

⑥↓ ↑ 

 

参 加 校 顧 問 

 

① 実施態度（案）については開催県専門部において作成し、開催県高体連事務局に

報告 

② 開催県高体連事務局にて実施態度（案）を検討後、東海高体連事務局に報告 

③ 東海高体連事務局において決定のうえ、開催県高体連事務局及び参加県高体

連事務局に連絡 

④ 開催県高体連事務局は、開催県専門部に連絡 

⑤ 開催県専門部は、参加県専門委員長に連絡 

⑥ 参加県専門委員長は、各参加校に連絡 
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